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全国健康保険協会長野支部全国健康保険協会長野支部
職場内での回覧をお願いします

2025年
6月号

長野支部LINE公式アカウント
始めました！
毎月2回、協会けんぽの事業案内や
健康情報をお届けします！
友だち追加はこちらから▶▶▶▶▶▶

提供いただいた健診結果より、生活習慣病を発症する
リスクが高いと判断された方（40歳～74歳）を対象に、
無料で保健師・管理栄養士が健康サポートを行います。

インセンティブ制度の1つの指標である「特定健診等
の受診率の向上」に寄与することができ、皆様
の健康保険料率の引き下げにつながります。

①無料の健康サポートが受けられる！ ②健康保険料率の引き下げに！

協会けんぽに加入されている被保険者(ご本人)
で、定期健康診断(事業者健診)を受診された方

※協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診された方は
ご提供いただく必要はありません。

協会けんぽの「生活習慣病予防健診」を利用されない従業員様の

定期健康診断結果のご提供をお願いします

健診結果を提供するメリット

協会けんぽ長野支部が委託している「株式会社アールエムサポート（0120-928-079）」より
事業所様宛に文書・電話にてご案内しています。

「定期健康診断結果データの提供」に関するお問い合わせは（026-238-1250音声案内2）まで

健診結果提供の詳細
詳しくはこちらからご確認ください

健診結果データの提供方法
詳しくはこちらからご確認ください

データ提供対象者

ジェネリック医薬品とは新薬（先発医薬品）の特許が切れたあとに同じ有効成分を使用して作られたお薬です。
効き目や安全性は先発医薬品と同等であると国から認められており、研究・開発費用が少なくすむことから、
価格が抑えられ、お薬代の軽減につながります。

ジェネリック医薬品を使ってみませんか？

加入者皆さまのご協力により、右図の長野支部のジェネリック
使用割合は令和6年12月時点で89.9％となり、4年間で約8％
上昇しています。全国平均と比べても長野支部は毎年上回って
います。

ジェネリック医薬品の使用割合は？

医療機関で診療を受けるときに担当の医師または薬剤師にご
相談ください。多くの場合は、医療機関や保険薬局でジェネ
リック医薬品を希望することを伝えれば変更できます。

ジェネリックに切り替えるには？

ジェネリック医薬品に関する
Q＆Aはこちらから→

※ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。
※医薬品の供給不足などにより、ジェネリック医薬品を希望されても切り替えが困難な場合があります。

本事業は外部委託しています

定期健診結果データの提供は法令で義務付けられています

「ジェネリック医薬品」に関するお問い合わせは（026-238-1250音声案内4）まで

従業員の皆様の健康度を向上させるため、高齢者の医療の確保に関する法律や、健康保険法等に基づき、
事業所様にて実施されている事業者健診結果の提供をお願いしています。
協会けんぽへの健診結果の提供については、法定の手続きとして義務づけられており、健診を受けた方
（従業員様）の同意は不要です。※同意なく提供しても事業主様が法的に責任を問われることはありません。
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健康保険委員に関するお問い合わせは（026-238-1250 音声案内 4）まで
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https://www.kyoukaikenpo.or.jp

共に目指します。世界で一番（ACE）の健康長寿 メルマガ登録から健康づくりを始めよう!
毎月10日に
健康情報配信中！ 登録はこちらから
kyoukaikenpo.or.jp（＠の後ろ）からのメールを受信できるよう設定してください

仕事内容は必ず記入ください。

傷病名にチェックを入れましたか？

申請期間を含む「年月」は記入しましたか？
出勤の有無にかかわらず、申請期間を含む
「年月」は必ず記入ください。

記入不要な報酬を記入していませんか？

申請書3ページ目

申請書2ページ目

傷病手当金に関する問い合わせは（026-238-1250音声案内1）まで

「健康保険委員」の登録はお済みですか？
協会けんぽ長野支部では、加入事業所様に対し「健康保険委員」へのご登録をお願いしております。
従業員皆様の健康づくりに役立つ、お得なサポートを無料で受けられますので、是非ご登録ください！

申請期間のうち出勤した日に対する報酬につ
いては記入不要です。ただし、出勤の有無に
かかわらず満額支給される手当等については
記入が必要になります。
長野支部ホームページでは記入
例を用いて説明をしています。
詳しくはこちらから▶▶▶

仕事内容は記入しましたか？

※健康保険委員への登録にあたり、登録費・会費等はございません。

「健康保険委員」がいる事業所様へのお得なサポート
①健康づくりに役立つ広報誌等をお届け！

②健康に関する無料の講習会！

健康に役立つ情報が満載の広報誌、健康保険の制度
などが網羅されたパンフレットや、広報マンガを
随時お届けします。

運動、メンタルヘルスなど、４つのメニューからお好きな講座を受講いただけます！
事業所様に赴き実施するほか、一部オンラインでの受講も可能です。

提出する前にチェック！

記入漏れや記入誤りがあった場合、一度申請書をお返しすることがあります。ご本人様への支給の遅れ
につながりますので、申請前に確認をお願いします。

傷病手当金の記入漏れや記入誤りの多い箇所をご紹介します

お申し込みの際は、届出書を FAX（026-238-1257）いただくか郵送にて
お申し込みください。「健康保険委員」について詳しくはこちら
(届出書についてもこちらから印刷可能です)

申請書4ページ目の療養担当者が労務不
能と認めた傷病名による申請である場
合は　を入れてください。
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